
３ 人権意識の高揚

（１） 目 標

社会教育における人権教育の高揚や人権教育指導者の指導力向上を図るため、社会教育関係者を対

象に、研究協議会や研修会を実施する。また、人権教育に関する研究大会への参加や市町村への訪問

により、市町村に対する助言や情報提供を行う。

（２） 施策の方向

① 学習機会の拡充

② 指導者研修の充実と指導者の養成

③ 人権意識の高揚を図るための活動支援

（３） 具体的な事業

事 業 名 種 別 概 要 期日等 会 場 対 象 人員（名）

国補助等

人権教育行政担当 県 単 人権教育担当者及び指導者、社会 市町村人権担 ３１名7/3 県立図書館

者協議会及び指導 教育関係団体の指導者が一堂に介 当者、社会教(金)

者研修会 し、社会教育における人権教育上の 育関係団体指

現状と課題を知るとともに、人権教 導者、教育事

育担当者及び指導者としての資質の 務所人権教育

向上を図る。 担当者

人権教育市町村訪 県 単 市町村の人権教育推進状況を把握す 各教育 県内市町村 県内市町村教

問調査 るとともに、事業の改善・充実につ 事務所 育委員会（教 －

いて情報交換を行うために、市町村 の計画 育集会所を含

訪問・調査を実施する。 による む）




